
千 葉 市 消 防 局 違 反 是 正 に 関 す る 教 育（ 違 反 処 理 実 務

研 修 ） 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 千 葉 市 消 防 職 員 教 育 規 程 （ 平 成 ８ 年 消

防 局 訓 令 （ 甲 ） 第 ２ 号 ） 第 ３ 条 第 ２ 号 の 規 定 に 基 づ き 千 葉

市 消 防 局（ 以 下「 本 市 消 防 局 」と い う 。）が 実 施 す る 所 管 課

教 育 の う ち 、 違 反 是 正 に 関 す る 教 育 （ 以 下 「 実 務 研 修 」 と

い う 。） に つ い て 千 葉 県 内 の 消 防 本 部 （ 本 市 消 防 局 を 除 く 。

以 下「 県 内 消 防 本 部 」と い う 。）の 職 員 を 受 け 入 れ る に あ た

り 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と し 、 実 務 研 修 は 、 当 該 研 修 を

受 講 す る 県 内 消 防 本 部 職 員 と 本 市 消 防 局 職 員 の 交 流 等 に よ

り 、 本 市 消 防 局 と 県 内 消 防 本 部 と の 相 互 理 解 の 促 進 、 連 携

体 制 の 緊 密 化 を 図 り 、 も っ て 本 市 消 防 局 職 員 の 資 質 の 向 上

等 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 実 務 研 修 生 ）  

第 ２ 条  実 務 研 修 の 対 象 者 は 、 県 内 消 防 本 部 に お い て 違 反 是

正 を 担 当 す る 消 防 士 長 以 上 の 階 級 に あ る 職 員 と し 、 千 葉 市

消 防 長（ 以 下「 消 防 長 」と い う 。）が 受 講 を 承 諾 し た 者 を 実

務 研 修 生 と す る 。  

（ 実 務 研 修 生 の 責 務 ）  

第 ３ 条  実 務 研 修 生 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ １ ） 所 属 す る 消 防 本 部 の 違 反 是 正 の 状 況 を 理 解 し 、 そ の 対

応 等 に お け る 課 題 等 を 整 理 し た 上 で 実 務 研 修 に 臨 む こ と 。 

（ ２ ） 実 務 研 修 修 了 後 に 違 反 処 理 に 着 手 す る 予 定 の 防 火 対 象

物 に 対 し て 、 事 前 に 査 察 等 を 実 施 し 、 違 反 処 理 に 係 る 課

題 等 を 整 理 す る と と も に 、 実 務 研 修 に お い て 助 言 等 を 受

け た い 事 項 や 講 義 に 盛 り 込 ん で ほ し い 事 項 を 明 確 化 し た

上 で 実 務 研 修 に 臨 む こ と 。  

（ ３ ） 実 務 研 修 上 知 り 得 た 秘 密 及 び 個 人 情 報 に つ い て 、 実 務



研 修 修 了 後 に お い て も み だ り に 他 に 漏 ら さ な い こ と 。  

（ ４ ） 実 務 研 修 に よ っ て 修 得 し た 知 識 及 び 技 術 を 所 属 す る 消

防 本 部 の 職 務 に 反 映 さ せ る こ と 。  

（ 実 務 研 修 生 の 服 務 規 律 ）  

第 ４ 条  実 務 研 修 生 は 、 本 市 消 防 局 の 定 め る 規 律 に 従 う も の

と す る 。  

２  実 務 研 修 生 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 そ の 者

の 受 講 を 中 止 す る こ と が あ る 。  

（ １ ） 規 律 を 乱 す 等 実 務 研 修 生 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 が

あ っ た と き 。  

（ ２ ） 心 身 の 故 障 の た め 受 講 す る こ と が 困 難 な と き 。  

（ ３ ） 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 受 講 に 支 障 が あ る と 認 め ら

れ る と き 。  

（ 実 務 研 修 生 の 研 修 形 態 等 ）  

第 ５ 条  実 務 研 修 生 は 、 所 属 す る 消 防 本 部 の 消 防 長 又 は 消 防

署 長 の 命 令 に よ り 実 務 研 修 を 受 講 す る も の と す る 。  

２  実 務 研 修 受 講 に 係 る 費 用 は 、 実 務 研 修 生 の 所 属 す る 消 防

本 部 の 負 担 と す る 。  

３  実 務 研 修 時 間 は 、 原 則 と し て ９ 時 ０ ０ 分 か ら １ ７ 時 ３ ０

分 ま で と す る 。 た だ し 、 実 務 研 修 の 内 容 に よ り 、 消 防 長 が

特 に 必 要 と 認 め る と き は 、 研 修 時 間 を 変 更 す る こ と が で き

る 。  

４  実 務 研 修 生 に 対 す る 公 務 災 害 補 償 は 、 地 方 公 務 員 災 害 補

償 法（ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 １ ２ １ 号 ）第 ４ ９ 条 の 適 用 を 受 け 、

か つ 当 該 事 項 に 関 連 す る 事 務 手 続 き は 、 実 務 研 修 生 の 所 属

す る 消 防 本 部 が 実 施 し な け れ ば な ら な い 。  

５  実 務 研 修 生 に 対 す る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 は 、 千 葉 市 情

報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー （ 平 成 １ ４ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日 千 葉 市

Ｉ Ｔ 推 進 本 部 決 定 ） に 基 づ き 行 う も の と す る 。  

（ 実 務 研 修 の 内 容 ）  

第 ６ 条  消 防 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 実 務 研 修 を 実 施



す る も の と す る 。  

（ １ ） 違 反 処 理 に 係 る 実 務 に 関 す る こ と 。  

（ ２ ） 違 反 是 正 の 進 捗 管 理 に 関 す る こ と 。  

（ ３ ） 重 大 な 消 防 法 令 違 反 の 是 正 に 関 す る こ と 。  

（ ４ ） そ の 他 査 察 業 務 に 関 す る こ と 。  

（ 実 務 研 修 の 実 施 方 法 ）  

第 ７ 条  実 務 研 修 の 期 間 は 、 原 則 と し て ５ 日 間 と す る 。 た だ

し 、 実 務 研 修 生 の 知 識 及 び 経 験 の 習 得 に 関 し 、 消 防 長 が 必

要 と 認 め る 場 合 に は こ の 期 間 を 短 縮 又 は 延 長 す る こ と が で

き る 。  

２  実 務 研 修 の 場 所 は 、 消 防 長 が 指 定 す る 場 所 と す る 。  

３  実 務 研 修 生 の 定 員 は 、 １ 回 の 実 務 研 修 あ た り 原 則 と し て

３ 人 以 内 と す る 。 た だ し 、 本 市 消 防 局 の 査 察 業 務 及 び 所 管

課 教 育 に 影 響 を 与 え な い と 消 防 長 が 認 め る と き は 、 定 員 を

増 や す こ と が で き る 。  

（ 実 務 研 修 の 受 講 依 頼 ）  

第 ８ 条  実 務 研 修 の 受 講 を 依 頼 す る 県 内 消 防 本 部 （ 以 下 「 依

頼 本 部 」と い う 。）は 、原 則 と し て 実 務 研 修 の 受 講 を 希 望 す

る 日 の ２ か 月 前 ま で に 実 務 研 修 受 講 依 頼 書 （ 様 式 第 １ 号 ）

を 消 防 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ 実 務 研 修 生 の 受 講 手 続 き ）  

第 ９ 条  消 防 長 は 、 前 条 の 実 務 研 修 依 頼 書 が 提 出 さ れ た と き

は 、 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 実 務 研 修 生 の 承 諾 に つ い て 、 そ の

結 果 を 実 務 研 修 受 講 承 諾 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） 又 は 実 務 研 修 受

講 不 承 諾 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 、 速 や か に 依 頼 本 部 に 通

知 す る も の と す る 。  

（ 実 務 研 修 の カ リ キ ュ ラ ム の 作 成 ）  

第 １ ０ 条  消 防 長 は 、 実 務 研 修 の カ リ キ ュ ラ ム を 作 成 す る も

の と し 、 原 則 と し て 実 務 研 修 の 実 施 日 の ７ 日 前 ま で に 実 務

研 修 カ リ キ ュ ラ ム 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、 依 頼 本 部

に 通 知 す る も の と す る 。  



（ 誓 約 書 の 提 出 ）  

第 １ １ 条  実 務 研 修 生 は 、 実 務 研 修 の 受 講 に 係 る 厳 守 事 項 及

び 実 務 研 修 生 自 ら の 行 為 に 起 因 す る 実 務 研 修 中 の 事 故 又 は

負 傷 等 並 び に 負 傷 等 に 伴 う 公 務 災 害 補 償 等 の 事 故 処 理 に 対

す る 責 任 を 明 確 に す る た め 、 実 務 研 修 の 実 施 日 の ７ 日 前 ま

で に 、 誓 約 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 消 防 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 実 務 研 修 の 修 了 ）  

第 １ ２ 条  消 防 長 は 、 実 務 研 修 を 修 了 し た 実 務 研 修 生 に 修 了

証 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 授 与 す る と と も に 、 依 頼 本 部 に 実 務

研 修 修 了 通 知 書（ 様 式 第 ７ 号 ）に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 本 市 消 防 局 職 員 の 実 務 研 修 生 に 対 す る 修

了 証 書 の 授 与 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 実 務 研 修 の 記 録 ）  

第 １ ３ 条  消 防 長 は 、 実 務 研 修 に 関 し 必 要 な 事 項 を 実 務 研 修

記 録 （ 様 式 第 ８ 号 ） に 記 録 す る も の と す る 。  

（ 補 則 ）  

第 １ ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 消 防

長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  



 様式第１号（第８条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

千葉市消防長       様  

 

（依頼本部名称）  

（消防長又は消防署長氏名）       印 

 

 

実務研修受講依頼書 

 

本消防本部は、千葉市消防職員教育規程（平成８年消防局訓令（甲）第２号）第３条第２

号の規定に基づき貴市消防局が実施する所管課教育のうち、違反是正に関する教育（違反処

理実務研修）について、下記の職員の受講を依頼します。  

記 

１ 実務研修の受講希望期間 

     年  月  日（ ） ～    年  月  日（ ） 

 

２ 実務研修希望の理由 

 

 

 

 

３ 実務研修受講希望者 

  所属       

  職名（階級） 

  氏名 

  年齢 

 

４ 添付資料等 

 

 

 

 

５ 担当者連絡先 

  所属名                  

担当者氏名                

  電 話                  

  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                 

  



様式第２号（第９条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

（依頼本部名称）  

（消防長又は消防署長氏名）         様 

 

千葉市消防長       印 

 

 

実務研修受講承諾書 

 

年  月  日付け実務研修の受講依頼について、次のとおり承諾します。 

記 

１ 実務研修期間 

     年  月  日（  ）～   年  月  日（ ） 

 

２ 勤務種別   毎日勤務（午前９時 ～ 午後５時３０分） 

 

３ 実務研修生 

職名（階級等） 

氏名 

 

４ 実務研修場所 

（１）名 称 

（２）所在地 

（３）連絡先 

 

５ 実務研修内容 

   

 

６ その他 

   

 

７ 担当者連絡先 

  所属名               

担当者氏名             

  電 話               

  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ              

 

  



様式第３号（第９条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

（依頼本部名称）  

（所属長等職氏名）         様 

 

千葉市消防長        印 

 

 

実務研修受講不承諾書 

 

年  月  日付け実務研修の受講依頼について、次のとおり不承諾します。 

記 

１ 理由 

 

 

２ 今後の予定 

 

 

３ 担当者連絡先 

  所属名                  

担当者氏名                

  電 話                  

  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                 

 

  



様式第４号（第１０条関係） 

第    号 

     年  月  日 

 

 

 （依頼本部名称） 

（所属長等職氏名）      様 

 

千葉市消防長 

（公印省略） 

 

 

実務研修カリキュラム通知書 

 

    年  月  日から実施する違反是正に関する教育（違反処理実務研修）について、

下記のとおりカリキュラムを決定したので通知します。 

記 

１ 実務研修の概要 

実施日 時間帯 研修内容 担当者 

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

 

２ 連絡事項 

 

 

 

 

 

３ 担当者連絡先 

  所属名                  

担当者氏名                

  電 話                  

  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                 

  



様式第５号（第１１条関係） 

 

誓 約 書 

 

年  月  日   

 

千葉市消防長      様 

 

（依頼消防本部名称）           

（実務研修生氏名）        印 

 

このことについて違反是正に関する教育（違反処理実務研修）を受講するにあたり、次の事

項を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 実務研修期間中は、貴局職員の指示に従い、実務研修に専念します。 

２ 実務研修期間中は、貴局職員が遵守すべき法令、条例等を遵守します。 

３ 実務研修上知り得た秘密及び個人情報については、実務研修中及び実務研修修了後にお

いてみだりに他に漏らしません。 

４ 故意又は過失により貴局又は第三者に損害を与えたときは、依頼本部がその損害を賠償

します。 

５ 第三者に与えた損害等により、貴局が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、貴局

の被った損害を補填します。 

  



様式第６号（第１２条関係） 

 

修了番号 

第  号 

 

 

修了証書 

 

 

 

 

（消防本部名称） 

（実務研修生氏名） 

 

 

 

 

違反是正に関する教育（違反処理実務研修）を修了したことを証します。 

 

 

 

 

年  月  日 

 

 

千葉市消防長       印 

 

  



様式第７号（第１２条関係） 

第    号 

     年  月  日 

 

 

 （消防本部名称） 

（所属長等職氏名）      様 

 

千葉市消防長       印 

 

 

実務研修修了通知書 

 

    年  月  日付けで受講を承諾した下記職員の違反是正に関する教育（違反処理

実務研修）を修了しましたので通知します。 

記 

１ 実務研修期間 

     年  月  日（ ）～   年  月  日（ ） 

 

２ 実務研修生氏名   

職名（階級等）  

氏名       

 

３ 実務研修場所 

（１）名 称  

（２）所在地  

 

４ 実務研修内容 

  

 

５ 備  考 

 

 

６ 担当者連絡先  

  所属名                  

担当者氏名                

  電 話                  

  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                 



様式第８号（第１３条関係） 

 

実務研修記録 

 

交付番号 交付年月日  消防本部名称  階 級 氏 名 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

 

 


